児童手当に係る放課後学級事業保護者負担金の徴収に関する申出書
年　　　月　　　日　
水　戸　市　長　　様

私は，放課後学級事業保護者負担金について，滞納が発生した場合には，児童手当法第21条(第1項，第2項)の規定に基づき，水戸市長から支給を受ける児童手当の額から，次のとおり当該児童手当の支払期日をもって，以下の滞納分の支払いに充てることを申し出ます。
　なお，申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限りにおいて，本申出に基づき，水戸市長から児童手当を受けている間，放課後学級事業保護者負担金の滞納分の支払いに充てることに同意します。
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※１　この申出に基づき，児童手当の額から支払に充てる場合においては，当該児童手当の支給期日までに受給者宛て別途通知いたします。
※２　１回の支払期日で滞納額の全額を徴収できない場合は，次回以降の支払期日に残りの分の徴収を行い，滞納が無くなった時点で徴収は終了します。
※３　申出の撤回又は申出内容の変更をする場合は，児童手当の支払期月の前月の20日までに，手続きが必要となります。
[bookmark: _GoBack]※４　児童手当が職場から支給される公務員や，水戸市外の市町村から児童手当を受給している保護者は，徴収の対象となりません。
